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人事評価にドライブレコーダーの車内画像が使用されていました‼ 
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MBO人事制度において、やっぱり監視カメラのように使用された車内録画映像 

昨年度導入されたドライブレコーダーについて、導入前に私たち労働組合がアンケートを行ったところ、車内カ

メラで見られる側であるセンター職員では、車内カメラについて、52人中 51人が反対（その内 7人はドライブレ

コーダーの設置自体反対）という結果が最終的に出ました。センター職員の約 98％が車内カメラに反対している

アンケートの結果は生協にも伝え、車内録画は行わないよう要求しましたが、生協は職員の民意を無視し、車内カ

メラを強行導入した経緯があります。生協は導入時の説明資料において、「映像の使用のルール」を記し、その中

で、ドライブレコーダーの映像は、「・事故発生の特定の原因特定、責任割合の特定のため ・ヒヤリハットの状

況確認、安全運転指導のため ・自分の運転の弱点などを発見改善するため」の 3項目以外には使用しないと限定

しています。 

ところが、実際は昨年度の人事評価に車内画像が使用されていたことが判明しました。車内映像を人事評価に利

用することは、生協が自ら説明した映像使用ルールに反して運転者の行動を監視する目的で使用したことになりま

す。人事評価に使用された映像には、運転中に喫煙していたことが映されており、それが評価を低くした理由の一

つとされました。（健康増進法では、バスなどの旅客自動車以外の自動車内においては、喫煙の禁止は求められて

いるものではありません。一人だけで運転しているときに喫煙することの是非には様々な意見があるでしょうが、

法律で禁止されていない事柄について、一方的に上乗せで禁止をするというのは、個人の自由を過度に制限するこ

とにつながり、よい方法とは言えないと考えます。喫煙者と非喫煙者が話し合って、非喫煙者が不快にならないよ

うに自主的にルールを決め相互了解を目指すのが、自主管理、自主運営につながる方法ではないでしょうか？ ） 

ドラレコの評価への使用は目的外使用にはあたらないという根拠不明な回答 

ドライブレコーダーが設置される時期に私たち労働組合は生協と団体交渉を重ねて行いましたが、ドライブレコ

ーダーは、あくまでも「安全運転の推進と運転者保護」という業務上の目的に限定して導入するものであると生協

は強調していました。ところが、今回、生協は、映像の閲覧自体はイベント発生という目的に沿ったものであり、

その中でたまたま判明した車内喫煙について人事評価の対象とすることは、目的外使用には当たらないという主張

をしています。しかし、生協が自ら目的としたのは、上記の「安全運転の推進と運転者保護」です。そのための手

段として車内カメラ付きのドラレコを導入しました。その手段により発生したイベントの通知は出来事であり、目

的ではありません。手段を講じて発生した出来事（英語で event）をどう利用するのかが目的です。人事評価のた

めの映像利用は、目的には入っていません。生協の主張は、出来事を目的と誤認して、目的外使用ではないと理解

不能な主張をし、車内カメラの利用目的のルールを無視して、目的の範囲を一方的に拡大しているといえます。 

賃金を含む労働者の権利は憲法に保障されている基本的人権ですが、人権を規制するような規定は萎縮効果や不

利益を生じさせないように明確にしなければならないという「明確性の原則」が要請されます。ドライブレコーダ

ー設置時の説明においては一切明示されてこなかった、車内録画の人事評価への利用は、なし崩し的に使用者がい

かなることにも映像を利用できるということを既成事実化することになり、今後もドラレコ映像が人事評価やその

他のことに利用拡張されることを許すことになってしまいます。これでは、使用者である生協に、その優位な立場

を悪用されて、ルールの解釈をいかようにも変えられることを許すこととなり、職員会議等での説明はいくらでも

反故にされることになります。職員の誰にとっても他人事ではありません。皆さんもドラレコ映像の拡張利用に反

対の意志を示し、民主的な職場を実現するために、私たちの労働組合に参加しましょう！！ 


